
ベビーステーション（ベビ＊ステ）登録規約 

                  

（目的）  

第 1 条 この登録規約（以下、本規約という）は、特定非営利活動法人母力向上委員会（以

下、当法人という）が認定する「ベビーステーション」（以下ベビ＊ステという）の登録

施設として、事業主が遵守する事項を定めることを目的とする。  

  

（事業主） 

第 2 条 ベビ＊ステとして認定された施設の運営をする事業者 

  

（ベビ＊ステの登録条件） 

第 3 条 この事業での登録必須条件は下記の内容とする。 

 (1) 当法人が開催するベビ＊ステ登録講習会の受講 

(2) ミルクのお湯の提供 

 (3) おむつ交換台の設置（又はそれに代わるおむつ替えの場所の提供） 

   

（安全・安心の確保） 

 第 4 条 事業主は、自己の責任においてベビ＊ステの運営管理に当たるものとし、次の事項

を遵守すること  

(1) 清掃、換気等、清潔で良好な環境を維持すること  

（2）ミルクのお湯の提供に際し、水質・温度の管理に努め、やけど等の注意喚起をする

こと 

(3) 授乳スペースにおいては、プライバシーを確保するため、カーテンやつい立てなどの

仕切り、もしくは個室を設けること 

（4）おむつ替えシート周囲に棚やキャビネットなどがある場合は、転倒防止対策及び収

納物の落下防止対策を講じ、 災害等非常時における安全確保に十分配慮すること 

（5）入口の段差解消、ベビーカーの盗難防止、不審者の侵入防止等、安全管理に可能な

範囲で配慮すること 

  

（おもてなしの心） 

 第 5 条 事業主は、ベビ＊ステの基本方針①みんなで子育て。みんなが仲間。②荷物も軽

く！心も軽く！③“いざ”というときの安心、を大切にし、利用者が気持ちよく利用できる

よう“おもてなし”の心で対応し、以下事項に努めること。  

(1) 予め用意してあるスペースが使用できない場合は、他のスペースを提供すること  

(2) 施設自体が使用できない場合は、近隣の「ベビ＊ステ」を案内すること  

(3) 全職員が「ベビ＊ステ」の趣旨と基本方針を理解し、ばらつきのない対応をするよう

心がけること  



  

（利用者への配慮） 

第 6 条 事業主は、ベビ＊ステの基本方針を理解し、利用者が安心して利用できるよう以

下の事項を遵守すること。 

（1）利用者がベビ＊ステを安心して利用できるように、個人情報を強制的に求める行為

など、過度な営業行為を行わないこと。 

（2）ベビ＊ステの立ち寄り機能を理解した上で、ベビ＊ステのみの利用者については、

無料で利用できるよう工夫をすること。  

 

（登録施設であることの表示） 

 第 7 条 「ベビ＊ステ」登録施設であることが識別できるよう、目立つ場所に「ベビ＊ステ 

ステッカー」を掲示すること。また、可能な限りのぼりやベビ＊ステ カードの掲示をする

こととする。 

 

 （届出）  

第 8 条 登録申請、変更、退会に当たり、以下により当法人に届出るものとする。  

(1) 登録申請書の届出 

   事業主は事業開始に当たり、「ベビ＊ステ登録申請書」により、当法人に届出るものと

する。 

 (2) 登録変更届   

事業主は、既に届け出た内容に変更があった場合は、速やかに「ベビ＊ステ登録変更届」

により、当法人に届出るものとする。  

(3) 退会届  

事業主はベビ＊ステの登録の抹消を希望したとき、または第 3 条に定める条件を満たさ

なくなったときは、速やかに「ベビ＊ステ退会届」により、当法人に届出るものとする。  

 

（登録及び有効期間） 

第 9 条  

（1）ベビ＊ステ登録認定の有効期間は、登録時から起算し翌 3 月 31 日までとする。 

（2）前項に定める有効期間は、事業主又は当法人から退会の申し出がない限り、満了の

翌日から 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（3）事業主の合併等により、登録資格が継承された場合、速やかに変更届をもって当法

人に通知するものとする。 

 

 

（登録料及び会費） 

第 10 条 ベビ＊ステ登録料及び会費は次のように定め、指定口座に振り込むものとする。 



（1）登録料 なし 

（2）年会費 12,000 円（1 施設につき） 

（3）年会費は、登録申請時に当法人の指定口座へ振り込むこととし、次年度以降は更新

通知の案内通り振込し、更新する。 

（4）年会費は一括払いとする。但し途中入会の場合は、認定を受けた月を含んで月割り

とする。 

（5）当法人が受領した会費については、その理由の如何を問わず返金しないものとする。 

（6）振込にかかる費用は事業主の負担とする。 

 

（登録施設の公表）  

第 11 条  

（1）当法人は、第 7 条第 1 項による届出を受理したベビ＊ステについて、登録申請書に記

載された情報（事業主名、 所在地等）をホームページや紙面等で公表し、広く利用者に周

知することとする。  

（2）申請書に基づき、当法人または当法人から委託を受けた管理者が施設訪問し、許可

の上、撮影した写真をホームページや紙面等で使用することを承諾するものとする。 

 

（登録の削除） 

第 12 条 事業主もしくは登録施設が、以下の各号の一つに該当する場合、当法人は事業主

に対して事前に通知することなく、登録の削除をすることができる。 

（1）事業主から当法人への申告に虚偽があった場合 

（2）事業主が本規約に違反した場合 

（3）事業主が正当な理由なく第 9 条に定める年会費を支払わない場合 

（4）当法人がベビ＊ステ登録施設として不適切と判断した場合 

 

（経費の負担） 

 第 13 条 本事業の実施に要する経費は事業主が負担するものとする。ただし、「ベビ＊ス

テのぼり」および「ベビ＊ステステッカー」交付に係る経費は当法人が負担する。 但し１

年の間に 2 枚目以降ののぼりについては事業主の負担とする。 

  

（登録商標と著作権） 

第 14 条 

(1) ベビ＊ステのロゴマークは、当法人の登録商標（登録番号第 5974299 号）であり、

ベビ＊ステに関わる一切の知的財産権は当法人に帰属する。 

 (2) 事業主がロゴマークを使用する際には、事前に使用目的及び使用箇所を当法人に告

知しなければならない。 

 (3) 当法人はベビ＊ステ事業の主旨、目的に合致すると判断した場合にのみ事業主のロ



ゴマークの使用を認める。 

 (4) 前項において使用を許可した場合にのみ、当法人は事業主にロゴマークの電子デー

タを送付するものとする。 

 (5) 事業主は 2 項で定められた目的が終了するまで、当法人より送付を受けたデータを

善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、目的が終了した後は、直ちにデータ

（複製後のデータも含む）を抹消または破棄するものとする。 

 

（ベビ＊ステカード掲示特典の付与） 

第 15 条 

(1) 事業主は、ベビ＊ステ登録の際に利用者のベビ＊ステカード掲示特典を設定するこ

ととする。 

(2) 利用者がベビ＊ステカード画面の掲示をした際には、掲示特典を付与することとす

る。 

 

（本規約の変更・改廃等） 

 第 16 条 当法人が必要と判断した場合には、事業主に通知のうえ、次の契約期間より内

容の変更、停止又は中止できるものとする。 

 

（その他） 

 第 17 条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、都度協議の上、当法人が定めること

とする。  

  

附則  

１ この規約は、2018 年 6 月 4 日より施行する。  

  ２ この規約は、2019 年７月 16 日より施行する。 

 ３ この規約は、2020 年 7 月１日より施行する。 

 ４ この規約は、2023 年 2 月 13 日より施行する。 


